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令和７年度教育予算に関する呉市ＰＴＡ連合会からの要望書に対する回答書 

 

１ 環境整備について 

 

(1) 校舎，プールの点検と老朽化対策  

【回答】（担当：学校施設課・学校安全課） 

   老朽化に伴う校舎の雨漏りや外壁の剥落，プールの内壁の剥離等につきましては，

学校が実施する日常点検や，建築基準法第１２条に基づく専門業者による点検等によ

り，学校と連携を図りながら危険箇所を早期に発見し，早急な対応が必要な場合は，

修繕により迅速に対応しています。外壁等の補修は，部分的な修繕では再度剥がれ落

ちる恐れがあるため，危険部分の撤去と鉄筋の錆止め塗装のみ行っており，見た目よ

りも安全確保を優先しています。 

   こうした応急的な修繕では解決しない場合や，多額の費用を要するなど，修繕での

対応が困難な場合には，工事予算を要求し，順次対応しており，老朽化の根本的な対

策としては，中長期的な学校施設の保全に向けて，「呉市立学校施設長寿命化計画」に

基づき，校舎等の改修を計画的に進めています。 

   学校施設のプール全２８施設の内，築後３０年以上経過しているものが全体の９割

以上に当たる２６施設あり，一度に多くのプールを大規模な改修をすることが難しい

状況にあります。そのため，各施設の立地条件や児童数等を勘案して，民間プールや

市営プール活用を検討し，移動距離の近い学校プールにおいては，プールを集約化し

改修を行うなど，改修計画等を策定しながら，学校プールの環境改善を進めていきま

す。 

   民間施設のプール及び外部の指導者の活用については，今後，どのような活用方法

が効果的か研究してまいります。 

 

(2) ＡＩ型学習ドリル導入に伴う，保護者負担の軽減について 

【回答】（担当：学校教育課） 

ＡＩ型デジタルドリル「Ｑｕｂｅｎａ」に係る令和６年度の使用料は，市の予算と国

の交付金で賄っておりますが，令和７年度以降については，教材費として保護者に負担

をしていただく予定です。 

一方で，教材費等に係る保護者の経済的負担が今以上に増えることがないよう，現

在，各学校に対し，教材費削減の検討を働きかけているところです。「Ｑｕｂｅｎａ」

には複数教科のＡＩドリル教材が搭載されており，これまで購入していた「漢字ドリ

ル」や「計算ドリル」といった紙媒体の教材の購入を取りやめることも考えられます。

各学校には，こうした観点から，令和７年度以降の購入教材の見直しを行うよう，引き

続き働きかけてまいります。 

 

(3) タブレットの修理費用について 

【回答】（担当：学校施設課） 

   学校内で使用中に発生した故障や破損で善意無過失の場合は，原則教育委員会で修

理しますが，故意によるものや家庭での破損については，保護者に負担を求める場合

があります。 

   ｉＰａｄは軽微な破損でも本体の交換修理となり修理費用が高額なものとなるため，

貸与開始時の端末の状態や，故障・破損が発生した状況を個別に確認し，学校と協議

の上，適切に対応してまいります。 
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(4) 空調設備の拡充について 

 【回答】（担当：学校施設課） 

   空調設備の新設につきましては，普通教室や特別支援教室の増加に伴う場合の応急

的な対応や，校舎の長寿命化改良工事に併せて実施することとしています。 

また現在，空調設備が設置されていない日本語教室やカウンセリング室，進路相談室

等につきましては，校舎の建替時や児童生徒数の減少に伴う余剰教室発生時に，利用頻

度を考慮しながら，不要となった空調設備を移設していく予定です。 

   体育館への空調設置につきましては，呉市立学校における多くの体育館は鉄骨造で

あり，鉄骨造は，校舎のほとんどで採用されている鉄筋コンクリート造よりも気密性

が低く，断熱性能が劣っていることから，断熱性能の向上を図る必要があります。断

熱工事を行う場合，長期にわたり授業や部活動，避難施設としての体育館使用が制限

されるだけでなく，多額の空調設備設置費用がかかることから，全国的にも導入が少

ない状況です。 

   なお，避難所として開設する際には，空調設備が設置してある部屋を優先的に案内

するように運用されています。しかしながら，避難所開設が長期化した場合の課題も

あることから，今後も先進都市の事例を参考にしながら，体育館への空調設備の設置

に向けて研究してまいります。 

 

(5) 島しょ部の交通費負担について 

  【回答】（担当：教育総務課） 

   どの学校においても，修学旅行や野外活動の費用については，受益者負担の原則か

ら参加者の保護者等が負担しています。そのため，安芸灘大橋の通行料金を市が負担

することは，特定の学校にだけ経費の一部を負担することにつながり，公平な対応が

困難になるため難しいと考えます。 

 

(6) 全員喫食・食缶制給食の確実な遂行，学校給食施設の更新，事務負担の軽減 

  【回答】（担当：学校施設課） 

   選択制デリバリー給食実施校においても，令和７年度から全員喫食・食缶制給食を

実施します。これにより，全呉市立中学校で全員喫食・食缶制給食が実現します。 

   また，給食施設の老朽化の問題につきましては，親子方式等により全員喫食・食缶

制給食を提供する中で，その効果などの検証を行い，少子化に対応した効率的で，生

徒・保護者に喜ばれる安全・安心な給食を提供できる給食提供体制について検討して

まいります。 

 

 

２ 人的支援の充実について 

 

(1) 教員配置の定数の柔軟配置について県教委への働きかけ，市として独自の加配措置

の今後の展望  

  【回答】（担当：学校教育課） 

   学校の教職員の多くは県費負担教職員であり，広島県教育委員会が任命します。 

しかしながら，広島県全体で教職員の絶対数が不足しているという状況があり，臨時

的任用職員，会計年度任用職員についても，候補者が不足しています。 

教職員の確保については，これまでも，広島県教育委員会に，定数に見合う教職員を

配置するよう要望しています。特に，団塊の世代と呼ばれる教職員が大量退職を迎えて

いる現状があり，広島県教育委員会は，新規採用者を確保することにより必要な教職員

を補っているところですが，十分に追いついていません。呉市においては，引き続き，



 

3 

 

県に新規採用者数の増加及び教職員の定数確保を要望してまいります。 

また，教職員一人一人が心身ともに健康を維持しながら働きがいをもって勤務でき

るよう，令和５年４月には「学校における働き方改革取組方針」を改定し，一層の取組

を進めているところです。教職員の勤務時間等の実態把握に努めるとともに，「学校の

業務改善に係るアンケート」の結果等を踏まえ，引き続き「学校における働き方改革」

を推進してまいります。 

併せて，児童生徒へのきめ細かな指導・支援の実現に向け，呉市独自の加配講師であ

る教育推進加配講師及び小中一貫教育推進加配講師の配置を継続してまいります。 

 

(2) 学校教育指導補助員，特別支援学級指導員の配置  

  【回答】（担当：学校安全課） 

学校教育指導補助員については，各学校の実態に応じて呉市立学校３４校に５８名

配置しております。また，特別支援学級指導員については，各学校の実態に応じて呉市

立学校３０校に５６名配置しております。さらに，令和６年度からは，医療的ケアの必

要な児童生徒が在籍する呉市立学校１校に，医療的ケア看護職員を２名配置しており

ます。 

今後とも，各学校の状況把握を的確に行い，実態に応じた適切な配置に努めてまいり

ます。 

また，保護者の相談先についても，校長会等を通して，教職員へ周知してまいります。 

 

(3) スクール・サポート・スタッフの配置  

 【回答】（担当：学校教育課） 

今年度当初，小学校２５校，中学校１４校，義務教育学校１校，計４０校に教員業務

支援員（スクール・サポート・スタッフ）が，広島県教育委員会により配置されました。 

教員業務支援員（スクール・サポート・スタッフ）は，主に印刷業務や環境整備の業

務を行っており，教職員の負担軽減への配置効果が高いことから，呉市教育委員会とし

ましては，次年度以降も配置を継続・拡大するよう，県教育委員会に要望するとともに，

県の取組の成果と課題を参考に，呉市独自の教員業務支援員の配置について研究を進

めてまいります。 

 

(4) 教職員のメンタルヘルス対策  

  【回答】（担当：学校教育課） 

各学校では，教職員の健康管理や時間外在校等時間の縮減に向け，在校等時間管理シ

ステムを活用し，教職員の勤務時間を把握し，適正な勤務時間管理を行っています。 

また，呉市立学校職員健康管理システムに基づき，管理職が日常的に授業観察や面談

等を行い，教職員個々の健康状態を把握し，長時間にわたり疲労の蓄積があると思われ

る教職員がいるときには，医療機関と連携して診断を受けるよう声を掛けたり，週に一

度一斉定時退校日を設けて，全教職員が早く帰宅するよう促したりしています。 

さらに，令和元年度から全ての教職員を対象に実施している「学校の業務改善に係る

アンケート」や，令和４年７月から希望する教職員に対して行っている，服務規律やメ

ンタルヘルスに係る記事の配信など，取組を継続しているところです。 

今後もこれらの取組の一層の充実を図ってまいります。 

 

(5) 英語力向上のため，専門性のある人材活用  

  【回答】（担当：学校教育課） 

呉市では，児童生徒がグローバル社会を主体的に生き抜くために必要な英語を用い

たコミュニケーション能力を育成するとともに，異文化理解を深め，言語の違い等の多
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様性を受け入れ，国際的な視野を広げることができるよう，英語教育の充実を目指して

います。 

現在，呉市立学校の全ての学級において，週に１時間はＡＬＴや小中一貫教育推進加

配講師と一緒に外国語活動や外国語科の授業ができるよう，ＡＬＴや加配講師を派遣

しております。また，児童生徒が英語を使う場面を創出するために，児童生徒と複数の

ＡＬＴが英語を使用したコミュニケーション活動を行ったり,自国の文化を紹介し合

ったりする「イングリッシュ・デイ」や，中学生数名とＡＬＴがグループとなり，オン

ラインで，既に学習した英語表現を使った即興の会話を行う「オンライン英会話」を実

施しています。 

その他，広島県教育委員会による研究事業の指定として，「中学校英語授業の効果的

な指導方法（５ラウンドシステム）等に関する実践的研究」指定校（呉中央中学校），

「英語で教室から世界とつながる」プラットフォーム事業指定校（和庄中学校）におい

て，英語教育の実践研究を進めています。 

今後もこうした取組を継続することで，子どもたちが生きた英語に触れる機会を増

やし，子どもたちの興味・関心に基づいたコミュニケーション活動の場を設定し，英語

力の向上を図る取組を進めてまいります。 

 

(6) 日本語が十分に話せない，理解できない保護者と児童生徒への対応 

【回答】（担当：学校教育課） 

現在，日本語指導を必要とする児童が多く在籍する小学校２校に日本語指導学級を

設置し，担当教員がグループ指導や個別指導を行っています。また，日本語指導学級が

設置されていない学校で，日本語指導が必要な児童生徒に対しては，日本語指導のため

の講師（非常勤）が広島県教育委員会により措置され，一人一人の児童生徒の実態や状

況に応じて編成した教育課程を基に，指導を進めているところです。 

さらに，通訳や翻訳など学習・生活に関する支援等を行う「人権教育相談員」を学校

教育課に１名配置し，児童生徒及び保護者への支援を行っています。 

また，学校が外国人児童生徒やその保護者等とのコミュニケーションを図る際，広島

県教育委員会が行っている音声翻訳機（ポケトーク）の貸出し事業を活用しています。 

そうした取組に加え，令和６年度は日本語指導が必要な児童生徒が在籍する学級の

担任等をオンラインでつなぎ，取組の交流や悩み相談等を行う「日本語指導オンライン

相談会」を実施するとともに，交流会の様子を各校に伝える「日本語指導通信」を発行

し，市全体で日本語指導が充実するよう取り組んでいます。 

今後も，児童生徒一人一人に応じた教育活動，進路指導等の充実に努めてまいりま

す。 

 

(7) 生徒指導員の適切な配置  

  【回答】（担当：学校安全課） 

生徒指導員については，児童生徒の指導上の諸課題の未然防止や効果的な指導の援

助を行うため，令和６年度は拠点校１１校に各１名を配置しております。 

今後も，各学校の状況把握を的確に行い，実態に応じた適切な配置に努めてまいりま

す。 

 

(8) 運動部活動における専門性のある指導員の配置  

  【回答】（担当：学校安全課） 

部活動の地域移行に向けて，国が示したガイドラインには，直ちに体制を整備するこ

とが困難な場合には，部活動指導員や外部指導者を適切に配置し，生徒の活動環境を確

保することが考えられると示されており，部活動指導員の積極的な配置については，学
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校のニーズを把握しながら検討してまいります。 

また，呉市では，令和５年度からハンドボール部において，専門性や資質を有する指

導者を休日に派遣し，合同部活動を実施しています。 

今後も国や県の動向に注視しつつ，取り組んでまいります。 

 

(9) 学校司書の十分な活用 

【回答】（担当：学校教育課） 

現在，全ての呉市立小学校，中学校及び義務教育学校を対象として，学校司書１５名

を配置し，貸出しサービスや環境整備，蔵書管理等を行い，学校図書館の充実に向けた

取組を進めています。また，国語科や総合的な学習の時間の授業における調べ学習等で

学校図書館を活用した学びができるよう，教員と学校司書の連携を進めています。それ

らの取組の充実に向けて，昨年度に引き続き，学校司書を対象にした研修を複数回実施

し，各校での取組の共有や，学校図書館整備の実地研修等を行っています。 

学校司書の配置により，教職員の負担軽減や児童生徒への図書の貸出し冊数の増加

などの効果が見られることから，次年度も配置を継続していきたいと考えています。新

しい本の拡充や図書管理システムの導入については，関係課と連携し，対応を検討して

まいります。 

 

(10) 学校主事の適正な配置  

  【回答】（担当：教育総務課） 

子どもたちが安全・安心に学ぶことができる教育環境の充実を継続するために，学校

主事の必要性や有用性は認識しています。引き続き，常勤職員を含めた学校主事の体制

が継続的に運営できるよう検討していきたいと考えています。 

 

 （11）学校栄養職員の配置について 

【回答】（担当：学校教育課） 

栄養教諭等の定数は，「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関す

る法律」(第８条の２)より定められており，これにのっとって，広島県教育委員会が各

市町に配置します。 

呉市では，現在，小学校１１名，中学校２名，共同調理場１名，計１４名の栄養教諭

等が配置されています。 

中学校への栄養教諭の配置については，広島県教育委員会と協議するとともに，円滑

な給食指導の実施に向けて，各学校における給食指導等の充実を図ってまいります。 

 

 

３ 不登校児童生徒への支援について  

 

(1) 不登校児童生徒に対して，情報通信技術（ＩＣＴ）の更なる活用 

【回答】（担当：学校教育課・学校安全課） 

現在，不登校等児童生徒の学習の保障のために，学校が保護者や児童生徒と相談した

上で，実態に合わせてオンライン授業や学習課題の送受信を行っています。また，学校

と児童生徒・保護者の連絡ツールとしてタブレット端末を活用している場合もありま

す。 

さらに，令和６年度から全校導入しましたＡＩ型デジタルドリル「Ｑｕｂｅｎａ」を

用いて担任等が不登校等児童生徒に課題を配信し，その解答状況についてコミュニケ

ーションを図るといった例もありました。こうした実践例を，教員研修や学校の研究

会，教育委員会発行の情報紙「ＧＩＧＡ通信」等で広げることで，不登校等児童生徒に
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対する情報通信技術（ＩＣＴ）の更なる活用を推進してまいります。 

なお，文部科学大臣が定める要件の下で，学習の成果を成績に反映します。このこと

については，校長会等で周知するとともに，不登校等児童生徒支援のためのリーフレッ

ト「いいばしょいろいろ」の中でも紹介しています。 

 

(2) 不登校児童生徒等に対応する専門職員の増員  

  【回答】（担当：学校安全課） 

不登校の要因や背景は多様であることから，不登校等児童生徒の個別の状況を的確

に把握し，個別の支援につなげていく必要があると考えております。現在，呉市では，

３名の呉市スクールカウンセラー及び４名の呉市スクールソーシャルワーカーを，学

校の要請に応じて派遣しております。また，令和６年度からは，呉市教育委員会事務局

にスクールカウンセラーを１名常駐させ，児童生徒，保護者，教職員に対する面談や学

校訪問での相談活動等を行っております。 

今後も，学校からの要請に迅速かつ的確に応じ，児童生徒への心理的支援や児童生徒

を取り巻く家庭と福祉をつなげるなど，組織的な支援体制の充実を図ってまいります。 

 

(3) 学校に足が向かなくなっている児童生徒の学校・家庭・地域での居場所づくり 

  【回答】（担当：学校安全課） 

不登校等児童生徒への支援として，生徒指導員や学校生活適応支援員，呉市スクール

カウンセラーや呉市スクールソーシャルワーカーを児童生徒の実態に応じて配置して

おります。また，不登校等児童生徒が安心できる居場所として，令和元年度から広島県

教育委員会の指定を受け，校内の適応指導教室としてスペシャルサポートルームを設

けており，令和６年度は，小学校１校，中学校１校に設置しております。 

また，令和５年度から呉市の新規事業として，小学校２校，中学校２校に校内適応指

導教室を設置し，支援員を配置しました。支援員による児童生徒一人一人の状況に応じ

た学習支援や家庭訪問などを通して，不登校等児童生徒の学校や社会とのつながりを

確保するとともに，相談できる力や自分の強みを知り生かす力など，社会的自立に向け

た支援の充実を図っているところです。 

その他，呉市内３か所にある呉市教育支援センターの利用や広島県不登校支援セン

ターの事業であるスクール“Ｓ”の活用についても進めております。 

今後も，不登校の未然防止及び不登校等児童生徒の社会的自立に向けた支援の強化・

充実を図ってまいります。 

 

 

４ 防災について 

 

(1) 警戒警報の周知等 

  【回答】（担当：学校安全課） 

呉市においては，令和５年度以降学校教育の重点施策の一つに「防災教育の深化」を

掲げ，児童生徒に「自分の命は自分で守る」力を育成するとともに，地域の災害リスク

を踏まえた実践的な防災教育を進めております。また，「呉市教育振興基本計画」にお

いても，令和８年度までに「自分が住む地域に起こりやすい災害について理解してい

る」児童生徒，「災害時に避難する場所や避難の仕方について理解している」児童生徒

の割合が１００％となるよう取り組んでいるところです。 

防災訓練については，各学校において地域の実情に応じ，地域や関係機関等と連携し

た防災訓練を実施しているところです。今後も，Ｊアラート発令時等，様々な災害を想

定した防災訓練を地域と共に実施することができるよう，家庭や地域を巻き込んだ防
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災教育に取り組んでまいります。 

 

(2) 学校の防災環境 

【回答】（担当：学校安全課） 

各学校においては，「土砂災害対応携帯マニュアル」及び「地震・津波対応携帯マニ

ュアル」の裏面に校区のハザードマップを示し，警戒区域等の指導を行っておりますの

で，今後も継続してハザードマップを活用した指導の徹底を図るとともに，災害が発生

し通常の避難が困難となった場合には，迅速に保護者に情報が伝わるように学校に周

知してまいります。 

非常食については，呉市危機管理課が学校に非常食や防災用品等を備えております

が，今後も備蓄が充実するように関係課と連携してまいります。 

また，賞味期限・使用期限が近づいている非常食や防災用品の活用について，関係課

と連携及び検討してまいります。 

 

 

５ 学校通学について 

 

(1) 遠距離等通学費補助制度  

  【回答】（担当：教育総務課） 

遠距離等通学費補助制度は，児童生徒の円滑な通学手段の確保のために実施してお

り，通学路の実状もしっかり踏まえながら，今後も継続してまいります。 

また，スクールバスについては，遠距離通学する児童生徒を対象として，路線バスが

ない地域や路線バスがあっても乗車人数が多く安全に通学することが困難な地域に導

入しています。 

 

(2) 児童生徒の安全意識の向上や通学路の危険箇所の改善支援  

  【回答】（担当：学校安全課） 

通学路については，児童生徒の通学の安全確保を図るため，地域，保護者，学校が連

携し，通学路の安全点検を定期的に実施しております。学校は，点検結果を基に，必要

に応じて改善要望書を作成し，呉市教育委員会へ提出します。呉市教育委員会は，改善

要望書に基づき，関係機関等による合同点検を通して，危険要因を明らかにし，交通安

全対策を講じております。今後も，児童生徒がより安全に通学できるように迅速かつ適

切にハード面での安全対策を実施してまいります。 

また，児童生徒の交通マナーや交通ルールの遵守等のソフト面についても，学校だよ

りなどを通じて保護者へ周知するとともに，警察等へ依頼し，交通安全教室を実施する

などして交通安全に係る意識の高揚を図ってまいります。 

なお，新校舎建て替えに伴い，仮設校舎を利用する児童の通学路については，通学路

の危険箇所の把握をし，関係機関と協議を行い，児童が安全に通学できるよう通学路の

安全確保に努めているところです。 

今後も，学校及び関係機関と連携をし，通学路における児童生徒の安全確保に努めて

まいります。 

 

(3) 公共交通機関を利用する当該児童生徒の通学やクラブ活動後の帰路 

  【回答】（担当：教育総務課） 

危険な通学路については，一部公共交通機関を利用することを可にしております。今

後も引き続き児童生徒が安全に通学できるよう道路管理者と連携するとともに，研究

してまいります。 
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また，公共交通機関を利用して通学している児童生徒が通学に支障を来すことのな

いよう，バス路線や便数，学校の教育活動に応じたダイヤ編成など，交通事業者及び関

係課と今後も綿密に調整してまいります。 

また，土日祝日の学校行事等の時間に合わせた通学手段の確保につきましても，これ

までも交通事業者との事前調整や臨時便の運行により対応しており，今後も通学に支

障を来さないよう取り組んでまいります。 

 

 

６ 安全確保及び防犯について 

 

(1) ＩＣＴ等の情報モラル教育の充実  

  【回答】（担当：学校教育課） 

呉市では，児童生徒が適切にＩＣＴ等を活用できるよう，タブレット端末導入当初か

ら様々な教職員研修を実施してきました。中でも，児童生徒が情報社会で適切な活動を

行うための基になる考え方と態度を養う「情報モラル教育」については，昨年度と同様，

初任者と各校１名以上の受講者を対象に研修を実施することで，指導の充実を図って

います。 

なお，児童生徒に配付しておりますタブレット端末には，家庭学習や屋外学習の際に

も児童生徒が安全に使用できるようフィルタリングソフトを導入し，学習に関係のな

いホームページや有害なサイトへの接続制限を行っております。 

タブレット端末やスマートフォン等を児童生徒が適切に利用し，情報化社会を主体

的に生きるための資質・能力を身に付けていくため，引き続き「情報モラル教育」の充

実に向けた教職員の研修を実施するとともに，保護者の方への啓発にも取り組んでま

いります。 

 

(2) 学校内の防犯カメラ・学校周辺の増設  

  【回答】（担当：学校施設課） 

防犯カメラについては,全ての呉市立小学校,中学校及び義務教育学校の正門や学校

敷地の出入口に設置しており，校舎の配置や形状，避難経路，危険要因の有無など学校

と協議の上，各校の実態に応じて適切に設置しています。 

また，連絡用インターフォンについては，小学校は普通教室と特別支援学級，中学校

は特別支援学級に設置することを基本としており，既にインターフォンが設置されて

いる学校については，校舎建設時に整備されたものです。全ての呉市立小学校,中学校

及び義務教育学校へのインターフォン整備には多額の経費が必要なため，今後も校舎

建設の際に整備を検討してまいります。 

なお，危険発生時における情報共有システムについては，ＩＣＴ機器等を活用したシ

ステムなどについて，引き続き研究してまいります。 

 

 

７ 児童生徒の運動能力向上について 

 

(1) 市内全小学校，中学校及び義務教育学校にトップアスリートを派遣  

  【回答】（担当：学校安全課） 

「トップアスリート派遣事業」については，体育の授業において，令和元年度から

６年間で全ての呉市立小学校に派遣する計画としており，中学校の運動部活動におい

ても派遣を行う予定としております。今年度も，東京オリンピックに出場され，現

在，エディオン女子陸上競技部コーチの木村文子氏，広島県を本拠地としている広島
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サンダーズ，広島ドラゴンフライズ，広島東洋カープの選手などを講師として派遣し

ております。引き続き，派遣団体や講師との派遣日程等の調整を行い，小学校体育の

授業や中学校の運動部活動にトップアスリートを派遣したいと考えております。 


